
地方税法 地方税法

第 294 条 第 294 条 軽　　減 軽　　減

第 1 項 第 1 項

第 1 号 第 2 号 し た 者 の　　額

に 該 当 に 該 当

す る 者 す る 者 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

（人） （人） （人） 　  （人） （千円）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人） （人）

市　計 584,486 5 584,491 3,415 2,272 179 90 1,657 187 1,236 470 4,660 294 27,054 35,827

町　計 54,855 0 54,855 0 0 20 3 168 16 127 35 435 14 2,139 2,957

県　計 639,341 5 639,346 3,415 2,272 199 93 1,825 203 1,363 505 5,095 308 29,193 38,784

市町民税 固定資産 森林環境

所 得 割 納　　税 うち、 納　　税 うち、 税 納 税 税 納 税

の 納 税 連結申告 連結申告 義務者数 義務者数

義務者数 義務者数 法 人 分 者　　数 法 人 分

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

市　計 487,678 35,557 1,128 14,108 729 510,182 584519

町　計 43,213 2,935 48 1,255 34 65,857 54856

県　計 530,891 38,492 1,176 15,363 763 576,039 639375

納　税　義　務　者　数 資本金等の
金額が 50億
円を超える
法人で、従
業者数の合
計数が 50人
を超えるも
の

資本金等の
金額が 10億
円を超え50
億円以下で
あ る 法 人
で、従業者
数の合計数
が50人を超
えるもの

資本金等の
金額が 10億
円を超える
法人で、従
業者数の合
計数が 50人
以下である
もの

資本金等の
金額が１千
万円以下で
あ る 法 人
で、従業者
数の合計数
が50人を超
えるもの

(A)～ (H)の
法人以外の
法人をいう
もの

資本金等の
金額が１億
円を超え10
億円以下で
あ る 法 人
で、従業者
数の合計数
が50人を超
えるもの

資本金等の
金額が１億
円を超え10
億円以下で
あ る 法 人
で、従業者
数の合計数
が50人以下
であるもの

資本金等の
金額が１千
万円を超え
１億円以下
である法人
で、従業者
数の合計数
が50人を超
えるもの

資本金等の
金額が１千
万円を超え
１億円以下
である法人
で、従業者
数の合計数
が50人以下
であるもの

区　分

令和６年度市町民税等の納税義務者等に関する調

法　　　　　　　　　　　　　　　　　人
地方税法第311条の
規定による軽減

区　分

法 人 税 割

法　　　人　　　均　　　等　　　割　　　納　　　税　　　義　　　務　　　者　　　数

計

計

個　　人　　均　　等　　割


